
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、地方公共団体の財政状況を客

観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものとして、毎年度、

４つの財政指標（健全化判断比率）を算出し、公表することを義務付けていま

す。なお、健全化判断比率が法律に定める一定の水準以上である場合は、財政

健全化団体や財政再生団体となり、自主的にあるいは国などの関与を受けなが

ら、財政の健全化や再生を進めることになります。 

 

 

Ⅰ 健全化判断比率の算出方法 

 
１ 実質赤字比率 

実質赤字比率は、その年度における一般会計等（台東区においては、一般会計の

ほか病院施設会計及び用地会計が該当します）の赤字の程度を指標化し、財政運営

状況を示すものです。 

 

        一般会計等の実質赤字額 
実質赤字比率＝              
          標準財政規模 

○ 一般会計等の実質赤字額：一般会計、病院施設会計、用地会計の実質赤字の合計額 

○ 標準財政規模：地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源

の規模を示すもので、特別区税や特別区財政調整交付金（普通交付金）等が含まれる。 

 
２ 連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、その年度におけるすべての会計の赤字・黒字を合算した全

体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営状況を示す

ものです。 

 

          連結実質赤字額 
連結実質赤字比率＝                    
           標準財政規模 

○ 連結実質赤字額：すべての会計の実質赤字の合計額から実質黒字の合計額を差し引いた

もの。 
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３ 実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計等の借入金の返済額（公債費）やこれに準じる支出

額の大きさを指標化し、財政の硬直化がどの程度進んでいるかを示すものです。 

 
        （地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

        （特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

実質公債費比率＝ 

（３か年平均）  標準財政規模  

－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

○ 準元利償還金：元利償還金に準ずるものとして、一部事務組合等の起こした地方債の元

利償還金に充てた負担金、公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出などが含まれる。

（台東区では、清掃一部事務組合分担金の一部やいきいきプラザ割賦金などが該当） 

○ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額：普通交付税上の基準財政需要

額に算入される額で、減税補てん債の元利償還金などが含まれる。 

 

４ 将来負担比率 

将来負担比率は、一般会計等の借入金（地方債）の残高や将来負担する可能性の

高い支出の見込み額と、それに対する財源の見込み額を指標化し、将来どの程度財

政が圧迫される可能性があるかを示すものです。 

 
         将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

将来負担比率 ＝  

         標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

○ 将来負担額：地方債の現在高、退職手当負担見込額、一部事務組合等の起こした地方

債現在高に対する負担金見込額、債務負担行為に基づく支出見込額などが含まれる。 

○ 充当可能基金額：法令の規定等により地方債の償還に充当することができない基金を

除いた基金残高 

○ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額：普通交付税上の基準財政需要額に

算入される見込額で、減税補てん債の現在高などが含まれる。 
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Ⅱ 台東区の健全化判断比率 

 

 
平成２１年度決算における台東区の健全化判断比率は、次のとおりです。 

  

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

平成２１年度 － － ５.７％ － 

平成２０年度 － － ６.９％ － 参 
 

考 平成１９年度 － － ８.２％ － 

 
１ 実質赤字比率 

平成２１年度決算における一般会計等（一般会計・病院施設会計・用地会計）の

実質収支の合計は、約４２億２千万円の黒字となっています。実質赤字比率は、対

象となる会計の実質収支の合計が赤字の場合のみ比率を算出することとなっており、

黒字の場合は、比率なし＝“－”で表します。 
なお、この指標の数値が、11.25％以上になると財政健全化団体に、20.00％以上

になると財政再生団体となります。 

 
２ 連結実質赤字比率 

平成２１年度決算における全会計の実質収支の合計は、約５９億３千万円の黒字

となっています。連結実質赤字比率は、全会計の実質収支の合計が赤字の場合のみ

比率を算出することとなっており、黒字の場合は、比率なし＝“－”で表します。 
なお、この指標の数値が、16.25％以上になると財政健全化団体に、30.00％以上

になると財政再生団体となります。ただし、平成２１年度決算については、財政再

生団体となる基準は、40.00％の経過的基準が適用されます。（※） 
※ 連結実質赤字比率の財政再生基準については、３年間の経過的基準（平成 20 年度決算：４０％

→平成 21 年度決算：４０％→平成 22 年度決算：３５％）が設けられています。 

 
３ 実質公債費比率 

 平成２１年度決算における特別区債の元利償還金や一部事務組合等の起こした地
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方債の元利償還金に充てた負担金などの合計額から、財源として充てた特定財源等

を差し引いた額は、約２５億１千万円でした。この数値を一般財源の標準的な規模

を表す標準財政規模と比較して指標化したものが実質公債費比率となります。 
 平成２１年度決算における台東区の実質公債費比率は 5.7％です。平成２０年度決

算における実質公債費比率 6.9%に比べ、1.2 ポイント低下しました。この主な要因

は、特別区債の償還の進捗により元利償還金の額が減少したことです。 
なお、この指標の数値が、25.0％以上になると財政健全化団体に、35.0％以上に

なると財政再生団体となります。 

 
４ 将来負担比率 

平成２１年度末における特別区債の現在高や退職手当の負担見込額など、将来負

担しなければならない額は約４９７億８千万円でした。 
これに対して、財源として充てることのできる基金残高や普通交付税上の基準財

政需要額に算入される減税補てん債等の地方債現在高などの合計は、約８１５億３

千万円になります。 

これら将来の負担額から充当可能な財源等を差し引いた値を一般財源の標準的な

規模を表す標準財政規模と比較して指標化したものが将来負担比率です。 

平成２１年度の将来負担比率は、将来の負担額より充当可能な財源等が多くなる

ことから、比率がマイナスとなるため、比率なし＝“－”で表します。 
なお、この指標の数値が、350.0％以上になると財政健全化団体となります。 
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〔参考〕 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要 

１ 健全化判断比率の公表等〔平成２０年４月１日施行〕 

地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議

会に報告し、公表しなければならない。 
①実質赤字比率 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に占める割合 

②連結実質赤字比率 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に占める割合 

③実質公債費比率 実質的な債務全てにかかる償還額の標準財政規模に占める割合 

④将来負担比率 将来負担すべき実質的な負債残額の標準財政規模に占める割合 

 

２ 健全化判断比率が一定水準以上の場合〔平成２１年４月１日施行〕 

財政健全化団体：健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の団体 

○ 財政健全化計画を議会の議決を経て定め、公表 
○ 毎年度、財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、公表 
○ 財政の早期健全化が著しく困難である場合、総務大臣又は都道府県知事が勧

告 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化基準 11.25％ 16.25％ 25.0％ 350.0％ 
※ 上記は台東区の標準財政規模の場合の数値です。 

 

財政再生団体：実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれかが財

政再生基準以上の団体 

○ 財政再生計画を議会の議決を経て定め、公表 

○ 毎年度、財政再生計画の実施状況を議会に報告し、公表 

○ 財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣が予

算変更等必要な措置を勧告 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 

財政再生基準 20.00％ 30.00％※ 35.0％ 
※ 連結実質赤字比率の財政再生基準については、３年間の経過的基準が設けられています。 

 平成 20 年度決算 ４０％ 

 平成 21 年度決算 ４０％ 

 平成 22 年度決算 ３５％ 
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